
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
第 9 条 （大規模土地利用構想の届出） 

 大規模開発事業者は、はじめに大規模土地利用構想を市長に届け出なければなりません。 

 
第 11 条 （大規模土地利用構想に係る標識の設置） 
 大規模開発事業者は、周辺住民等への周知のため標識を設置しなければなりません。 

 
第 12 条 （大規模土地利用構想に係る周辺住民等への 

説明会等） 
 大規模開発事業者は、周辺住民等に対し、土地利用構想の説
明会を開催しなければければなりません。また、説明会から 
７日以内に市長に報告書を提出しなければなりません。 
＊説明会は標識を設置した日から１４日間は開催することはでき
ません。 

 
第 14 条 （大規模土地利用構想に係る見解書の提出） 
 大規模開発事業者は、市民や周辺住民から大規模土地利用
構想に対するする意見書の提出があった場合は、意見書に対す
る見解書を市長に提出しなければなりません。 
   

 
第 15 条 （大規模土地利用構想に対する 

指導又は助言）  
 大規模開発事業者は、市から指導又は助言を受けた場
合には、市長に回答書を提出しなければなりません。 
＊指導又は助言行う時期・回数は規定していません。回
答書の内容により、再度指導又は助言を行う場合があ
ります。 

 

 
第 16 条 （大規模開発事業の手続の完了） 
 大規模開発事業の手続完了の通知をします。この時点において標識の内容に変更がある場合には、標識の内容
を修正しなければなりません。 
 ＊大規模開発事業の手続完了の通知がなされるまでは、条例第１８条の事前届を提出することはできません。 

 
第 13 条 （大規模土地利用構想に係る意見書の提出） 
 市民及び周辺住民は、市長に対し、大規模土地利用構想に係
る意見書を提出することができます。 
＊意見書の提出は大規模土地利用構想の公告日の翌日から
周辺住民説明会の報告書の縦覧期間満了日までとします。 

＊意見書は提出期間満了後に市から事業者に対しまとめて送
付します。 

公告・縦覧 

大規模土地利用構想 

30日間 

公告・縦覧 

説明会の報告書 

14日間 

公告・縦覧 

見解書 

14日間 

再指導が不要と判断 

大 規 模 開 発 事 業 の 手 続 の 流 れ 

開発事業の手続へ 

見解書や回答書の内容に従い設計を進め、具体的な計画図作成後に開発行為の有無相談。 
相談の回答後に条例第 18 条の事前届の提出。 
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